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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第３四半期連結
累計期間

第72期
第３四半期連結
累計期間

第71期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高（百万円） 173,223 125,709 250,089

経常利益又は

経常損失（△）（百万円）
9,073 △11,091 12,284

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）（百万円）
2,563 △16,662 4,637

四半期包括利益又は包括利益（百万円） △961 △15,613 4,191

純資産額（百万円） 85,443 73,787 90,595

総資産額（百万円） 255,472 230,395 245,381

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
10.80 △70.20 19.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 33.3 31.8 36.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,258 △19,731 11,278

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,299 △4,305 △4,162

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
12,327 28,018 △9,467

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
42,679 40,346 35,631

　

回次
第71期

第３四半期連結
会計期間

第72期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

１株当たり四半期純損失金額（△）（円） △16.71 △31.61

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　　２　売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３　第71期第３四半期連結累計期間および第71期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４　第72期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　  ５　四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

  

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～12月31日）における世界経済におきましては、欧州経済は欧州

債務問題の域内主要国経済に対する影響が強まるなど景気の悪化がより顕著となり、米国経済は財政の崖問題の顕

在化による先行きの不透明さから回復に勢いはなく、中国など新興国においても輸出減少に加え内需の伸び悩みに

より経済成長が鈍化するなど、世界景気の減速感が強まりました。わが国経済におきましては、新政権による経済政

策の期待から急激な円安や株価上昇の動きがみられたものの、海外景気の減速や日中関係の悪化から輸出の減少が

顕著になるなど、厳しい経済状況が続きました。

　当社グループを取り巻く事業環境では、半導体業界において、先行き不透明な経済状況やパソコン需要の低迷等に

より、多くの半導体メーカーの設備投資は大幅に減少しました。液晶パネル業界においても、パネル需給の悪化によ

りパネルメーカーが設備投資を抑制するなど事業環境は著しく悪化しました。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は1,257億9

百万円と前年同期に比べ475億1千4百万円（27.4％）減少しました。利益面では、売上の大幅減少により営業損失は

105億2千3百万円（前年同期は96億1千2百万円の営業利益）、経常損失は110億9千1百万円（前年同期は90億7千3百

万円の経常利益）となりました。また、特別損失において保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損を計上し

たことなどに加え、繰延税金資産の一部取り崩しによる法人税等（税金費用）を計上したことにより、四半期純損

失は166億6千2百万円（前年同期は25億6千3百万円の四半期純利益）となりました。　

　

セグメント別の業績概況は以下のとおりです。

（半導体機器事業：ＳＥ）

半導体機器事業では、半導体メーカーの設備投資が大幅に減少する中、製品別では、半導体の微細化に寄与する枚

葉式洗浄装置の売上は小幅な減少にとどまりましたが、バッチ式洗浄装置は大幅に減少しました。地域別では、アジ

ア向けは増加しましたが、国内向けや欧米向けが減少しました。その結果、当セグメントの売上高は869億7千3百万

円と前年同期に比べ264億1千6百万円（23.3％）減少しました。利益面につきましては、売上の大幅な減少に加え、

製品構成の変化や操業度低下等による利益率の悪化により、78億7千2百万円の営業損失（前年同期は98億6千5百万

円の営業利益）となりました。

　

（ＦＰＤ機器事業：ＦＥ）

ＦＰＤ機器事業では、大型パネル用製造装置に加え高精細液晶パネル向け中小型用製造装置についても売上が減

少したことから、当セグメントの売上高は66億8千万円（前年同期比73.1％減）となりました。利益面につきまして

は、エネルギー分野の開発部門を移管したことなどにより固定費が減少したものの、売上の大幅な減少により12億7

千5百万円の営業損失（前年同期は5億7千3百万円の営業損失）となりました。

　

（メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業：ＭＰ）

メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業では、印刷関連機器については、ＣＴＰ装置の売上は前年同期並

みで推移しましたが、ＰＯＤ装置が減少したことにより、前年同期に比べ売上が減少しました。プリント基板関連機

器については、直接描画装置の売上が増加したことにより前年同期に比べ売上が増加しました。これらの結果、当セ

グメントの売上高は315億9千4百万円（前年同期比8.4％減）となりました。利益面につきましては、売上の減少に

より1千4百万円の営業利益（前年同期比98.7％減）となりました。

  

（その他事業）

その他事業では、外部顧客への売上高が前年同期に比べ20百万円（4.3％）減少し、4億6千万円となりました。　
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(２)財政状態及び資本の財源についての分析

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金やたな卸資産が増加した一方で、受取手形及び売掛金

が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ149億8千5百万円（6.1％）減少し、2,303億9千5百万円となり

ました。

　負債合計は、支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ18億2千2百万円

（1.2％）増加し、1,566億8百万円となりました。有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べ292億3千3百

万円増加し、769億9百万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、前連結会計

年度末に比べ244億2千7百万円増加し、344億4千1百万円となりました。

　純資産合計は、配当金の支払いや四半期純損失の計上による利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比

べ168億8百万円（18.6％）減少し、737億8千7百万円となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、31.8％となりました。

　　　

(３)キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加、仕入債務の減少な

どの支出項目が、売上債権の減少などの収入項目を上回り、197億3千1百万円の支出（前年同期は32億5千8百万円の

支出）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより、43億5百万円

の支出（前年同期は32億9千9百万円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務や長期借入金の返済、配当金の支払いの一方で、短期借入れに

よる資金調達を行った結果、280億1千8百万円の収入（前年同期は123億2千7百万円の収入）となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47億1千4百万

円増加し、403億4千6百万円となりました。 

　　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更お

よび新たに生じた課題はありません。

また、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

株式会社の支配に関する基本方針

 

Ⅰ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、株式を上場している者として、大規模買付者の行う大規模買付行為であっても、株主がこれを受け容れて

大規模買付行為に応じるか否かは、最終的に株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしな

がら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配権を取

得するものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。そ

れだけに、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を継続的に確保、向上させていくことができる者であることが必要であると認識しておりま

す。このため、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として相応しくない者が現れた場合に対する一定

の備えを設ける必要があると考えております。

　

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取り組み

1.　当社の企業価値の源泉について

　当社は、設立以来、写真製版用ガラススクリーンの製造で培われてきたコア技術『フォトリソグラフィー（写真現

像技術を応用して微細なパターンを形成する技術）』を応用展開することで、印刷関連機器分野から半導体製造装

置やFPD製造装置などのエレクトロニクス分野へ事業展開を果たしてまいりました。現在では、創業の印刷関連分野

における印刷版出力装置をはじめ、半導体分野でのシリコンウエハー洗浄装置、FPD分野での大型ガラス基板対応の

製造装置など、複数の製品において世界トップシェアの地位を得るに至っております。

　当社の経営理念は、コア技術を基礎に新しい事業や技術、製品の創造に常にチャレンジする「思考展開」にありま

す。この理念は、IT化、デジタル化の進む今日におきましても、環境に配慮したオンデマンドデジタル印刷システム

や最先端の半導体・FPD製造装置の開発にしっかりと根付き、時代の環境変化を新たなチャンスに変えていく精神

として脈々と受け継がれています。

　このように、当社の企業価値は、中長期的な視点に立ちつつ、時代の環境変化に素早く対応し、フォトリソグラ

フィーをコア技術として社会から求められる製品群を開発、製造してきた総合的な技術力によって確保、向上され

るべきものであり、また、それを支える顧客、取引先、従業員等の一体性こそが、当社の企業価値の源泉であると考え

ております。
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2.　企業価値向上のための取り組みについて

　当社グループは、リーマン・ショック以降取り組んできた再建策に目処を付け、「収益構造の確立と新たな成長へ

の基盤づくり」をテーマに平成23年4月より「中期3カ年経営計画NextStage70」に取り組んでおります。

　当社グループは、当社企業価値の源泉を生かし、企業価値をさらに高めるため、この経営計画にグループ一丸と

なって取り組むことにより、すべてのステークホルダーの利益を追求し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の向上を図ってまいります。

　

3.　コーポレート・ガバナンスの強化について

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求

し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能や環境、安全経営の充実

を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。

　当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために取締役の任期を1年とし、経営の客観性を

維持するために社外取締役を選任しております。経営の効率性と業務執行機能の強化を目的として、執行役員制お

よび社内カンパニー制を導入しております。

　また、当社は、監査役制度を採用しており、監査役は、取締役会などの重要な会議への出席のほか、各事業所やグ

ループ会社の監査を行うことにより、取締役の業務執行の適法性、妥当性について確認、検討を行っております。

　

Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取り組み（本施策） 

　当社は、平成19年6月27日開催の第66回定時株主総会にて株主の皆様のご承認にもとづき導入いたしました「大規

模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」につき、平成21年6月25日開催の第68回定時株主総会および平成23年6

月28日開催の第70回定時株主総会において、その内容を一部変更して継続導入しております。

　本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする、または結果として同割合が

20％以上となる当社株券等の大規模買付行為が当社の企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、当社の企業価

値を確保しまたは向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。当社は、本施策

をもって、大規模買付ルールおよび大規模買付対抗措置について、以下のとおり定めております。

　

（1）大規模買付ルールの概要

　・ 大規模買付者は、事前に大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に提供すること

　・ 当社取締役会による検討、交渉、意見形成および代替的提案を行う期間を設定すること

　・ 独立委員会を設置し、同委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を公表すること

　・ 独立委員会の勧告があった場合、株主意思確認総会において株主意思の確認を行うこと

　・ 当社取締役会による大規模買付対抗措置の発動または不発動の決議は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、株

主意思確認総会の決定に従って行うこと

　・ 当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、独立委員会の勧告を最大

限尊重し、中止または発動の停止に関する決議を行うことができること

　

（2）大規模買付対抗措置の概要

　・ 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを順守しない場合または大規模買付行為によって当社の企

業価値が著しく毀損される場合に、当社取締役会は大規模買付対抗措置を決議できること

　・ 当社取締役会は、具体的な大規模買付対抗措置として、特定株主グループに属さないことなどの行使条件を付

した新株予約権の無償割当のほか、法令および定款が認める相当な措置を決議することができること

　・ 当社取締役会が具体的な大規模買付対抗措置発動を決議するにあたっては、独立委員会の意見、勧告を最大限

尊重し、当社監査役会の賛同を得るものとし、株主意思確認総会の決定がある場合には当該決定に従うこと

　

（3）本施策の有効期間ならびに廃止および変更

　・ 有効期間は平成23年6月28日開催の当社定時株主総会から平成26年6月に開催予定の当社定時株主総会終結の

時まで

　・ 本施策の有効期間満了前であっても、定時株主総会または臨時株主総会において本施策を廃止または変更する

旨の決議が行われた場合、または当社取締役会において本施策を廃止または変更する旨の決議が行われた場

合には、本施策は廃止または変更されること

　

　本施策の詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ（http://www.screen.co.jp/ir/）に掲載し

ております平成23（2011）年5月10日付「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入のお知らせ」

をご覧ください。
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Ⅳ　本施策の合理性について

1.　本施策が基本方針に沿うものであること

　本施策は、大規模買付ルールおよび大規模買付対抗措置について定めるものです。

　本施策は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、お

よび取締役会評価期間が経過した後にのみ大規模買付行為を開始することを求め、大規模買付ルールを順守しない

大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を発動することがある旨を明記しております。

　また、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、大規模買付者に対して当社取締役会

は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を発動することがある旨を明記し

ております。

　このように本施策は、基本方針の考え方に沿うものであるといえます。

　

2.　本施策が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

　前記Ⅰで述べたとおり、基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としております。本施策は、基本

方針の考え方に沿って設計され、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社

取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目的としております。本施策によって、

当社株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本施策が当社株主の共同の利益を損な

うものではなく、むしろその利益に資するものであると考えております。

　さらに、株主の皆様の承認を本施策の発効の条件としていることに加え、当社の取締役の任期は1年ですので、本施

策の有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向を示していただくことも可能です。また、本施

策はデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお廃止できず、また発動を阻止

できないため、株主の権利行使が不当に制限される買収防衛策）やスローハンド型の買収防衛策（取締役会の構成

員の交代を一度に行うことができないことにより、廃止するまたは発動を阻止するために時間を要する買収防衛

策）ではありません。このように、株主の皆様が望めば本施策の廃止も可能であることは、本施策が当社株主の共同

の利益を損なわないことを担保していると考えております。

　

3.　本施策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　本施策は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであることを大

原則としながら、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの順守の要

請や大規模買付対抗措置の発動を行うものです。本施策は当社取締役会が大規模買付対抗措置を発動する条件を事

前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による大規模買付対抗措置の発動は本施策の規定に従って行われます。

当社取締役会は、単独で本施策の発効、延長を行うことはできず、株主の皆様の承認を要します。

　また、大規模買付行為に関して当社取締役会が大規模買付対抗措置をとる場合など、本施策にかかる重要な判断に

際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員

で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。さらに、

必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続を行うことができるものとしています。本施

策には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きを盛り込んでおります。

　以上から、本施策が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。

　

(５)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間は研究開発費として97億2千8百万円を投入いたしました。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　　　

　なお、文中における将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 900,000,000

計 900,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 253,974,333 253,974,333

東京証券取引所

大阪証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数1,000株

計 253,974,333 253,974,333 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
   残高
（百万円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日　
― 253,974 ― 54,044 ― ―

　　　

　

　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

　

　　　　　

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  16,609,000
－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 236,546,000 236,546 同上

単元未満株式 普通株式     819,333 － 1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 253,974,333 － －

総株主の議決権 － 236,546 －

　（注）１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権１個)が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式900株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

大日本スクリーン製造株式会社

京都市上京区堀川通寺之内

上る４丁目天神北町１番地

の１

16,609,000－ 16,609,000 6.53

計 － 16,609,000－ 16,609,000 6.53

　（注）　当第３四半期会計期間末日現在の自己保有株式数は、16,611,717株（単元未満株式717株含む）であります。
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の役職の異動は次のとお

りであります。

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役

最高財務責任者（CFO）

CSR推進／法務・知財／

グループ監査担当

専務取締役

最高財務責任者（CFO）

グループ監査／安全保障貿易／

法務・知財担当

領内　修 平成24年12月１日

(注)　当社では、執行役員制を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間におけ

る執行役員の役職の異動は次のとおりであります。

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

執行役員

開発・製造本部　副本部長

兼　同　新規事業企画室長

執行役員

開発・製造本部　副本部長

　

嶋治克己 平成24年８月１日

専務執行役員

半導体機器カンパニー社長

兼　同　マーケティング統轄部長

専務執行役員

半導体機器カンパニー社長　

 

須原忠浩 平成24年８月14日

執行役員

半導体機器カンパニー副社長

兼　同　事業統轄部長

執行役員

ビジネスサービスセンター副セン

ター長

安藤公人 平成24年９月１日
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,662 42,468

受取手形及び売掛金 ※4
 72,949

※4
 44,768

商品及び製品 28,175 34,070

仕掛品 23,381 28,447

原材料及び貯蔵品 5,561 5,910

繰延税金資産 7,213 3,674

その他 3,724 3,819

貸倒引当金 △1,125 △918

流動資産合計 177,543 162,242

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 50,928 51,223

機械装置及び運搬具 29,282 30,997

その他 28,648 29,627

減価償却累計額 △70,190 △71,796

有形固定資産合計 38,669 40,052

無形固定資産

その他 2,145 2,418

無形固定資産合計 2,145 2,418

投資その他の資産

投資有価証券 21,147 19,672

その他 7,346 7,631

貸倒引当金 △1,469 △1,621

投資その他の資産合計 27,024 25,682

固定資産合計 67,838 68,153

資産合計 245,381 230,395
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 81,458

※4
 59,210

短期借入金 8,049 39,273

1年内返済予定の長期借入金 1,649 2,049

1年内償還予定の社債 7,000 7,000

リース債務 1,347 776

未払法人税等 1,586 419

設備関係支払手形 606 ※4
 566

役員賞与引当金 58 39

製品保証引当金 5,522 4,598

受注損失引当金 246 324

その他 15,698 12,857

流動負債合計 123,223 127,117

固定負債

社債 19,000 19,000

長期借入金 6,988 5,752

リース債務 3,641 3,056

退職給付引当金 315 319

役員退職慰労引当金 109 126

資産除去債務 48 48

その他 1,459 1,187

固定負債合計 31,562 29,491

負債合計 154,786 156,608

純資産の部

株主資本

資本金 54,044 54,044

資本剰余金 4,583 4,583

利益剰余金 55,439 37,590

自己株式 △12,240 △12,244

株主資本合計 101,827 83,974

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,385 892

為替換算調整勘定 △13,144 △11,640

その他の包括利益累計額合計 △11,758 △10,747

少数株主持分 527 559

純資産合計 90,595 73,787

負債純資産合計 245,381 230,395
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 173,223 125,709

売上原価 128,103 101,317

売上総利益 45,119 24,392

販売費及び一般管理費 35,507 34,915

営業利益又は営業損失（△） 9,612 △10,523

営業外収益

受取利息 69 56

受取配当金 367 367

その他 941 492

営業外収益合計 1,379 916

営業外費用

支払利息 1,149 746

為替差損 133 94

その他 634 644

営業外費用合計 1,917 1,485

経常利益又は経常損失（△） 9,073 △11,091

特別利益

その他 38 0

特別利益合計 38 0

特別損失

投資有価証券評価損 1,684 883

減損損失 2,865 －

災害による損失 18 －

その他 7 0

特別損失合計 4,575 883

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

4,537 △11,975

法人税等 1,979 4,654

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,557 △16,629

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,563 △16,662
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,557 △16,629

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,306 △493

繰延ヘッジ損益 20 －

為替換算調整勘定 △2,233 1,509

その他の包括利益合計 △3,519 1,016

四半期包括利益 △961 △15,613

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △943 △15,650

少数株主に係る四半期包括利益 △18 37
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

4,537 △11,975

減価償却費 3,754 3,388

減損損失 2,865 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,684 883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 87 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △18

製品保証引当金の増減額（△は減少） △713 △955

受注損失引当金の増減額（△は減少） 196 77

受取利息及び受取配当金 △437 △423

支払利息 1,149 746

売上債権の増減額（△は増加） 3,115 28,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,784 △10,816

その他の流動資産の増減額（△は増加） 424 163

仕入債務の増減額（△は減少） △4,595 △23,340

未払費用の増減額（△は減少） △807 △192

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,046 △2,367

その他 △291 △325

小計 △888 △17,127

利息及び配当金の受取額 450 444

利息の支払額 △906 △620

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 △55 △18

法人税等の支払額 △1,859 △2,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,258 △19,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △112 21

有形固定資産の取得による支出 △3,837 △4,076

有形固定資産の売却による収入 1,364 364

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△313 －

その他 △401 △614

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,299 △4,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △499 31,225

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △6,267 △835

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,605 △1,176

社債の発行による収入 18,895 －

自己株式の純増減額（△は増加） △3 △3

配当金の支払額 △1,186 △1,186

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,327 28,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,472 734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,296 4,714

現金及び現金同等物の期首残高 38,383 35,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 42,679

※
 40,346
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当第３四

半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、主として当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。

　なお、第２四半期連結会計期間において、経営環境の著しい変化により期首の繰延税金資産の回収可能性を見直

した結果、税金費用の計上（繰延税金資産の取崩）3,550百万円を実施しております。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

連結決算日における受取手形の裏書譲渡高は下記のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 25百万円 49百万円

 

  ２　売上債権流動化に伴う遡及義務

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

売上債権流動化に伴う遡及義務 －百万円 111百万円

 

　３　保証債務　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

従業員住宅ローン　 235百万円 205百万円

取引先のリース料支払　 93 39

計 328 244

　

※４　四半期連結会計期間末日満期手形　

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形　 299百万円 518百万円

支払手形 2,352 1,987

設備関係支払手形 － 4
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

　　とおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

現金及び預金勘定 44,236百万円 42,468百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,556 △2,122

現金及び現金同等物 42,679 40,346

　

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）　

１株当たり
配当額
（円）　

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会　
普通株式 1,186 5平成23年３月31日　平成23年６月29日　利益剰余金　

　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　平成23年４月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決さ

れたことにより、資本準備金を26,636百万円減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えております。また、増

加後のその他資本剰余金を25,571百万円、別途積立金を28,500百万円減少し、それぞれ繰越利益剰余金に振り替え

ております。この結果、資本剰余金が25,571百万円減少し、利益剰余金が25,571百万円増加しております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）　

１株当たり
配当額
（円）　

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日

定時株主総会　　
普通株式 1,186 5平成24年３月31日　平成24年６月28日　利益剰余金　

　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）

 
報告セグメント（注１）

その他
（注２）

合計
調整額
（注３）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注４）

ＳＥ ＦＥ ＭＰ 計

売上高         

外部顧客への

売上高
　113,39024,869　　 34,483 172,742 481 173,223  － 173,223　　

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

 －  －  －  －  5,986 5,986 △5,986  －

計 113,390　  24,869 34,483 172,7426,467　 179,210　 △5,986　 173,223　

セグメント利益

又は損失（△）　
 9,865 △573  1,10010,392　　 △149　 10,242　 △630　 9,612　

（注）１　ＳＥは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。ＦＥは、ＦＰＤ製造

装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。ＭＰは、印刷関連機器およびプリント

基板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

　　　２　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウエアの開発、印刷物の

企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

３　セグメント利益又は損失（△）の調整額△630百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

４　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）

 
報告セグメント（注１）

その他
（注２）

合計
調整額
（注３）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注４）

ＳＥ ＦＥ ＭＰ 計

売上高         

外部顧客への

売上高
　86,9736,680　　 31,594 125,248 460 125,709  － 125,709　　

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

 －  －  －  －  5,202 5,202 △5,202  －

計 86,973　  6,680 31,594 125,2485,663　 130,912　 △5,202　 125,709　

セグメント利益

又は損失（△）　
 △7,872 △1,275  14△9,133　　 △241　 △9,374　 △1,148　 △10,523　

（注）１　ＳＥは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。ＦＥは、ＦＰＤ製造

装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。ＭＰは、印刷関連機器およびプリント

基板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

　　　２　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウエアの開発、印刷物の

企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

３　セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,148百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

４　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
10円80銭 △70円20銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
2,563 △16,662

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
2,563 △16,662

普通株式の期中平均株式数（千株） 237,373 237,366

　（注）当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失　

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前第３四半期連結累計期間の潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

　　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年２月12日

大日本スクリーン製造株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 橋　本　克　己　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹　内　　毅　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福　島　康　生　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 葛　西　秀　彦　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大日本スクリーン
製造株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月
１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大日本スクリーン製造株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。
２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。　
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